
旅⾏商品への補助制度のご案内

【徳島県 2026年度版】



徳島県内で１泊以上

徳島空港利⽤促進協議会（徳島県観光政策課 受⼊環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

実施期間 令和8年４⽉１⽇から令和９年２⽉８⽇まで

概 要 募集型企画旅⾏（個⼈・団体）、受注型企画旅⾏（団体）に適⽤
※団体旅⾏︓参加⼈数５⼈以上

個⼈・団体旅⾏助成

補助要件

航空機「往復」利⽤

徳島阿波おどり空港発着便（札幌線、福岡線、⽻⽥⼜は福岡からの乗継便）を使⽤ ＜⽚道可＞
※徳島〜⽻⽥線のみ利⽤は対象外

５千円×⼈数助成額

個⼈旅⾏
１旅⾏商品あたり
最⼤30万円

＋

※詳細は、徳島空港利⽤促進協議会の補助要綱をご確認ください。

航空機「⽚道」利⽤ ３千円×⼈数

団体旅⾏は上限なし※
※申請は１回につき、１か⽉分ごとに
していただく必要があり、予定している
予算がなくなり次第終了となります

◆徳島空港利用促進協議会 受付分

お問合せ・ご申請窓⼝



徳島県内で１泊以上

実施期間 令和８年４⽉１⽇から令和９年２⽉２８⽇まで

概 要

＋

募集型企画旅⾏に適⽤ 最少催⾏⼈数１５⼈以上

とくしまタイアップフライト

旅⾏商品造成⽀援 5千円×⼈数

補助要件

徳島空港国内線の指定便を使⽤ ＜⽚道可＞

助成額

１社あたり
最⼤50万円×2※

＋ 広報媒体に「とくしまタイアップフライト」、
「割引商品であること」及び「Air すだちくん」を掲載

(徳島空港⽚道利⽤の場合は3千円)

※詳細は、徳島空港利⽤促進協議会の補助要綱をご確認ください。

※補助対象⼈数100名まで
(往復50万円 ⽚道30万円以内)

※申請は１社当たり最⼤２回まで

（指定便）
JAL452、JAL453、JAL456、JAL459、JAL460、JAL461、JAL464、JAL465
ANA282、ANA283、ANA284、ANA285 徳島空港を往復利⽤の場合、往路または

復路のどちらかで指定便を利⽤すれば可

徳島空港利⽤促進協議会（徳島県観光政策課 受⼊環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問合せ・ご申請窓⼝



徳島県内で１泊以上

実施期間 令和８年４⽉１⽇から令和９年２⽉２８⽇まで

概 要 チャーター旅⾏に適⽤ 最少催⾏⼈数２５⼈以上

とくしまチャレンジフライト（双⽅向チャーター便）

補助要件

徳島阿波おどり空港を発着する「双⽅向チャーター便」を使⽤

基本助成①

１社あたり
最⼤100万円

＋

広報媒体に「とくしまチャレンジフライト」、「割引商品」
及び「Air すだちくん」を掲載

※本補助はすべてのチャーター旅⾏に適⽤される訳ではありません。個別にご相談ください。
また、補助要件詳細は、徳島空港利⽤促進協議会の補助要綱をご確認ください。

＋

広報⽀援 １０万円以内基本助成②

※航空機⽚道利⽤の場合は５千円
※補助最⼤⼈数 90名まで（往復90万円 ⽚道45万円）

旅⾏商品造成⽀援 １万円×⼈数

徳島空港利⽤促進協議会（徳島県観光政策課 受⼊環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問合せ・ご申請窓⼝



徳島県内で１泊以上

実施期間 令和８年４⽉１⽇から令和９年２⽉２８⽇まで

概 要 チャーター旅⾏に適⽤ 最少催⾏⼈数２５⼈以上

とくしまチャレンジフライト（徳島－成⽥チャーター便）

旅⾏商品造成⽀援 ５千円×⼈数

補助要件

徳島空港と成⽥国際空港を結ぶチャーター便を使⽤

基本助成①

１社あたり１往復
最⼤150万円

＋

広報媒体に「とくしまチャレンジフライト」、「割引商品」及び「Air すだちくん」を掲載

補助要件詳細は、徳島空港利⽤促進協議会の補助要綱をご確認ください。

＋

広報⽀援 ６０万円以内基本助成②

※補助最⼤⼈数 180名まで（往復90万円 ⽚道54万円）

(航空機⽚道利⽤の場合は3千円)

※⽤機者が複数となる場合は、「60万円÷⽤機者の数」を１社あたりの上限とする

徳島空港利⽤促進協議会（徳島県観光政策課 受⼊環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問合せ・ご申請窓⼝



徳島県⼿ぶら観光サービス
STEP１
以下の窓⼝で荷物を預ける

・JRホテルクレメント徳島1階フロント
（6:00〜11:30）

・徳島阿波おどり空港案内所
（8:30〜11:45）

・鳴⾨市観光情報センター
（8:00〜11:00）

・⼤鳴⾨架橋記念館エディ
（9:00〜10:30）

STEP２
⼿ぶらでラクラク観光︕

（宅配業者が荷物をお届け）

STEP３
チェックインして荷物を受取

（当⽇21:00までにお届け）
造成⽤に仕⼊できます

（事前に各窓⼝にご確認ください）

実施期間：2026年4⽉1⽇〜2027年3⽉31⽇

◆お役立ちトピックス



県内観光地2か所以上での観光
（うち１か所は別表で指定する観光地または
別表のDMOが主催する徳島県内の体験）

（⼀財）徳島県観光協会 観光･コンベンション振興部 誘客プロモーション課
電話 088-652-8814 FAX 088-677-3131 E-mail tourism@tokushima-kankou.or.jp

実施期間 令和８年４⽉１⽇〜令和９年２⽉２８⽇（宿泊⽇基準）

概要

＋

・ 貸切バスを利⽤する募集型・受注型企画旅⾏が対象
（教育旅⾏含む）

・ バス１台あたりの構成員が１５名以上より対象（添乗員等は除く）
※北海道・東北・九州・沖縄地⽅が発地の場合は１０名以上でも可

徳島観光すいすい（貸切バス料⾦）助成事業

３万円×県内宿泊⽇数×台数
宿泊エリア以外での県内２箇所以上の観光で︕

徳島阿波おどり空港発着の航空機利⽤で︕

実施期間内に徳島県内の宿泊施設に宿泊

加算①

加算②

２万円×台数

往復６万円×台数
往路２万円 復路４万円

基本助成

1泊あたり，バス1台
最⼤11万円︕

◆（一財）徳島県観光協会 受付分

お問合せ・ご申請窓⼝



（⼀財）徳島県観光協会 観光･コンベンション振興部 誘客プロモーション課
電話 088-652-8814 FAX 088-625-8469 E-mail tourism@tokushima-kankou.or.jp

徳島観光すいすい（貸切バス料⾦）助成事業
（別表）指定観光地⼀覧

（別表）DMO⼀覧

お問合せ・ご申請窓⼝



（⼀財）徳島県観光協会 観光･コンベンション振興課
電話 088-624-5140 FAX 088-625-8469 E-mail tourism@tokushima-kankou.or.jp

徳島観光すいすい（貸切バス料⾦）助成事業

問合せ先

◆その他の助成金情報

イーストとくしま観光推進機構
徳島県東部圏域への誘客推進を図るため、旅行会社向けに宿泊費及び移動交通費の一部を助成します。
■徳島県東部圏域：徳島市・鳴門市・小松島市・吉野川市・阿波市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・

神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町
■対象期間：2026 年 4 月 １1 日～2027 年 3 月 1９ 日までに催行する旅行商品

対象除外：2026 年 8 月 8 日～ 8 月 16 日、1２ 月 ２７ 日～ 2027 年 1 月 ４ 日
■助成内容
① 有料観光コンテンツ（体験含む）、飲食施設での食事を組み込んだ旅行商品に係る宿泊に対する費用
② 域内宿泊を伴うツアー内で、観光コンテンツを提供するため、域内交通事業者が提供する従たる移動手段

（マイクロバスやジャンボタクシー等）に係る費用
■助成額 ※1旅行商品の助成金の上限は、120,000円（①と②を併用する場合も左記金額）
① 観光コンテンツに係る宿泊費助成 助成額3,000円/泊（20人及び2泊が上限） 助成額は千円単位
② 従たる移動手段に係る費用助成 助成率2/3（上限5万円） 助成額は千円単位
■主な助成要件
・次の①または②に該当する旅行商品であること。原則として新規に造成した旅行商品であること。

①域内で1泊以上宿泊し、域内の事業者が提供する有料観光コンテンツ（体験含む）、飲食施設について、
複数市町村にわたって合計2か所以上組み込んだ旅行商品であること。
②域内で1泊以上宿泊し、域内の観光コンテンツ（無料含む）を利用するため、従たる移動手段を伴う旅行
商品であること。

・国内に本店又は支店を有する旅行会社（インバウンド取扱旅行会社含む）が企画する、参加者が2名以上
の旅行商品であること。同一旅行会社からの申請は、3件を上限とする。

・コンベンション（大会・会議・ｾﾐﾅｰ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ｽﾎﾟｰﾂ）、教育旅行、合宿等に該当する旅行商品は対象外。

(⼀社)イーストとくしま観光推進機構 088-678-2811 FAX 088-678-2877 E-mail info@east-tokushima.jp
お問合せ・ご申請窓⼝



（⼀財）徳島県観光協会 観光･コンベンション振興課
電話 088-624-5140 FAX 088-625-8469 E-mail tourism@tokushima-kankou.or.jp

徳島観光すいすい（貸切バス料⾦）助成事業

問合せ先

◆その他の助成金情報

鳴門市への誘客促進のため、要件を満たす団体旅行を催行した旅行業者に対し、貸切バス料金を助成します。
■対象期間：2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日（出発日基準）

対象除外：2026 年 12 月 28 日～2027 年 1 月 5 日（出発日基準）
■ 1 団体（1 台）の構成人数が 15 名以上であること。（幼児など無料扱い及び添乗員は除く）
■助成額 【日帰りコース】１０，０００円／台 【宿泊コース】２０，０００円／台 ※ツアー毎に1団体（3 台）上限
■ツアーコースに「助成対象観光施設」が以下の数以上組み込まれていること。

【日帰りコース】 2 ヶ所以上 【宿泊コース】 3 ヶ所以上

※どちらのコースも、必ず B グループの中から 1 ヶ所以上を含める必要があります。
※ツアーコースに組み込まれておらず、オプション扱いになっている場合は対象外です。

(⼀社)鳴⾨市うずしお観光協会 088-684-1731 FAX 088-684-1732 E-mail info@naruto-kankou.jp
お問合せ・ご申請窓⼝

鳴⾨市うずしお観光協会



（１）エリアにわけて観光スポットをカテゴリー別に⼀覧掲載
（２）イベント情報や旬のトピックス・観光コラムの発信
（３）パンフレットやweb等に使⽤可能な観光写真素材データの提供
（４）助成制度のご紹介・教育旅⾏企画書データの提供
（５）商品造成⽤観光素材情報の提供（事業者登録制）

徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」

助成制度の情報は
はこちらから︕



○東部エリアのお問い合せ先
（⼀社）イーストとくしま観光推進機構

０８８－６７８－２８１１

徳島空港利⽤促進協議会の
助成要綱掲載ページはこちら→

徳島県観光協会受付分の
助成要綱掲載ページはこちら→

○南部エリアのお問い合せ先
（⼀社）みなみ阿波観光局

０８８４－７０－５８８０

○⻄部エリアのお問い合せ先
（⼀社）そらの郷

０８８３－７６－０７１３

観光に関する問合せ

観光情報

助成要綱

徳島県観光政策課 088-621-2337
徳島市万代町1丁⽬1 徳島県庁5F

（⼀財）徳島県観光協会 088-652-8814


